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地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等２０２５プラン」の策定について（通知） 
 

 このことについて、別添写しのとおり、厚生労働省医政局長から通知がありましたの

でお知らせします。 
 つきましては、公的医療機関等が策定する「公的医療機関等２０２５プラン」を、今

後開催する地域医療構想調整会議において提示することで、地域医療構想の達成に向け

た将来の方向性や次年度以降の具体的な取組について、具体的な協議が進むよう取り計

らいいただくようお願いします。 
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厚労省通知（「公的医療機関等2025プラン」策定依頼）の取扱いについて 

 

１ 厚生労働省医政局からの通知（概要） 

・ 地域医療構想調整会議における具体的な議論の進め方については、将来の医療提供体制を構築し

ていくための方向性を共有するため、まずは、地域における救急医療、小児医療、周産期医療等の

政策医療を担う中心的な医療機関から、その役割の明確化を図り、その他の医療機関については、

中心的な医療機関が担わない機能や、中心的な医療機関との連携等を踏まえ、役割の明確化を図る

こととされている。 

・ 公的医療機関等や、独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人労働者健康安全機構が開設する

医療機関、地域医療支援病院、特定機能病院については、これらの医療機関が地域において果たし

ている役割等に鑑み、他の医療機関に率先して、地域医療構想の達成に向けた将来の方向性を示し

ていただくことが重要である。 

・ 上記の医療機関の開設者等に対し、地域医療構想の達成に向けた将来の方向性を示すための「公

的医療機関等２０２５プラン」を策定した上で、当該プランを地域医療構想調整会議に提示し、議

論を行うよう依頼したので、ご了知の上、地域医療構想調整会議において具体的な協議が進むよう、

遺憾なきを期されたい。 

・ 地域医療支援病院における「公的医療機関等２０２５プラン」の策定に関しては、別添により、

貴管下の地域医療支援病院に対し、貴職より依頼願いたい。 

・ 病院事業を設置する地方公共団体においては、平成 28 年度中に「新公立病院改革プラン」を策

定することとされており、策定した「新公立病院改革プラン」をもとに、地域医療構想調整会議に

参加することで、地域医療構想の達成に向けた具体的な議論が促進されるものと考えている。 

 

２ 県からの通知（依頼）先 

・新公立病院改革プランを策定済みではあるが、すべての公立病院に対して、改めて「公的

医療機関等２０２５プラン」の策定を依頼する。 

・地域医療支援病院（公立病院を除く）には県から通知する。 

・厚生労働省から通知されている開設主体に対しては、改めて通知しない。 
考
え
方 ・厚生労働省から依頼している医療機関以外で、地域において救急医療や災害医療など政策

医療を主として担う医療機関（二次救急・救急告示病院、災害拠点病院、地域周産期母子

医療センター等）として、４病院に対して、厚生労働省とは別に、県から本プランの策定

を依頼する。 

よって、①すべての公立病院（がんセンター、静岡県立病院機構を含む）、地域医療支援病院

のうち厚生労働省から本通知が送付されていない②社会福祉法人聖隷福祉事業団に対して本プ

ランの作成等を通知（依頼）する。 

また、政策医療を主として担う医療機関として④順天堂大学付属静岡病院、西伊豆健育病院、

伊豆今井浜病院、国際医療福祉大学熱海病院に対しても、本プランの作成を依頼する。 

以下、参考資料 



【 地域医療支援病院】 

圏 域 病 院 名 通知の有無ほか  

沼津市立病院 公立病院改革プラン作成 案１ 
駿東田方 

独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 厚生労働省から通知 － 

富 士 富士宮市立病院 公立病院改革プラン作成 案１ 

静岡市立静岡病院 公立病院改革プラン作成 案１ 

静岡県立こども病院 公立病院改革プラン作成 案２ 

静岡県立総合病院 公立病院改革プラン作成 案２ 

静岡済生会総合病院 厚生労働省から通知 － 

静岡赤十字病院 厚生労働省から通知 － 

静 岡 

静岡市立清水病院 公立病院改革プラン作成 案１ 

焼津市立総合病院 公立病院改革プラン作成 案１ 

藤枝市立総合病院 公立病院改革プラン作成 案１ 志太榛原 

市立島田市民病院 公立病院改革プラン作成 案１ 

磐田市立総合病院 公立病院改革プラン作成 案１ 
中東遠 

中東遠総合医療センター 公立病院改革プラン作成 案１ 

浜松医療センター 公立病院改革プラン作成 案１ 

聖隷浜松病院 － 案３ 

聖隷三方原病院 － 案３ 

浜松赤十字病院 厚生労働省から通知 － 

浜松労災病院 厚生労働省から通知 － 

西 部 

 ＪＡ静岡厚生連遠州病院 厚生労働省から通知 － 

 

【 厚生労働省からの通知先】 

日本赤十字社社長 伊豆・裾野・静岡・浜松・引佐赤十字病院 

社会福祉法人恩賜財団済生会会長 静岡済生会総合病院  

全国厚生農業協同組合連合会会長 ＪＡ静岡厚生連 静岡厚生病院、清水厚生病院、遠州病院

社会福祉法人北海道社会事業協会会長 － 

独立行政法人地域医療機能推進機構理事長 三島総合病院、桜ヶ丘病院 

国家公務員共済組合連合会理事長 － 

公立学校共済組合理事長 － 

日本私立学校振興・共済事業団理事長 － 

健康保険組合連合会会長 － 

全国健康保険協会理事長 － 

独立行政法人国立病院機構理事長 
静岡医療センター、静岡富士病院、静岡てんかん・神経医

療センター、天竜病院 

独立行政法人労働者健康安全機構理事長 浜松労災病院  

各特定機能病院開設者 浜松医科大学医学部附属病院 

各地域医療支援病院開設者 聖隷事業団総合病院聖隷三方原病院・聖隷浜松病院 ほか

 


